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「福島県省エネルギー住宅改修補助事業」事業フロー

備考

※２

通知書送付 通知書作成

補助金請求

補助金受領 補助金交付

修正等

補助金額確定

※２ 変更がある場合
には変更交付申請

交付決定

工事完了

完了実績報告 必要書類確認

内容審査

工事着手 通知書送付 通知書作成

抽選結果通知

補助金交付申請 必要書類確認

内容審査

修正等

交付申請準備 協議・相談対応

エントリーシート
提出

抽選 ※１
※1 先着順（応募多
数の場合抽選）

申請者
（補助事業者）

ふくしま建築住宅
センター

県
（建築指導課）

10月27日（金）までに
申請してください。

令和6年3月29日（金）
までに行ってください。

※工事着手済み
でも可
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福島県省エネルギー住宅改修補助事業補助金交付要綱 

 
（趣旨） 
第１条 県は、住宅分野におけるカーボンニュートラルの実現に向けて、既存住宅の

断熱性能等を高める改修を促進するため、県内に所在する住宅の省エネルギー（以

下「省エネ」という。）性能を向上させる当該住宅の所有者に対し、福島県補助金

等の交付等に関する規則（昭和 45 年福島県規則第 107 号。以下「規則」という。）、

社会資本整備総合交付金交付要綱（平成 22 年３月 26 日国官会第 2317 号）及びこ

の要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）住宅 

   福島県内に存する戸建住宅で、住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の

２分の１以上の併用住宅を含む。 

（２）省エネ基準 

   建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。

以下「建築物省エネ法」という。）第２条第１項第三号に規定する建築物エネル

ギー消費性能基準をいう。 

（３）ZEH 水準 

   強化外皮基準（住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成 11 年法律第 81

号）第３条の２第１項に規定する評価方法基準における断熱等性能等級５以上

の基準（結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。））を満たし、かつ再生

可能エネルギーを除いた一次エネルギー消費量が省エネ基準の基準値から 20％

削減となる省エネ性能の水準をいう。 

（４）BELS 

   建築物省エネ法第７条の規定を実施するために定められた建築物のエネル

ギー消費性能の表示に関する指針（平成 28 年国土交通省告示第 489 号）に基

づき実施する建築物省エネルギー性能表示に係る第三者認証の制度をいう。 

（５）地域区分 

   建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に係る事

項（平成 28 年国土交通省告示第 265 号）別表第 10 に掲げる地域区分をいう。 

（６）仕様基準 

   省エネ基準にあっては、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失防止に関す

る基準及び一次エネルギー消費量に関する基準（平成 28 年国土交通省告示第

※断熱性能等級４　かつ　一次エネルギー消費量等級４　を満たすもの

※断熱性能等級５　かつ　一次エネルギー消費量等級６　を満たすもの
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266 号）の「１ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準」を満たす

仕様を、ZEH 水準にあっては、住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止

に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準（令和４年国土

交通省告示第 1106 号）の「１ 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基

準」を満たす仕様をいう。 

（７）JIS 

   産業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）第 20 条第１項の日本産業規格をい

う。 
 
（補助の対象） 
第３条 補助金の交付対象事業（以下「対象事業」という。）は、次の各号に掲げる事

業とする。 

（１）住宅の省エネ診断 

（２）住宅の省エネ改修は次のいずれかに該当するもの 

ア 省エネ改修後の住宅が省エネ基準又は ZEH 水準に相当することについて、

BELS 等の評価・認証を受けているもの（取得予定であるものを含む。以下「全

体改修」という。） 

イ 住宅の部分について別表１－１に定める改修を行うものであって、複数の開

口部の改修を含むもの（以下「部分改修」という。） 

（３）前号において現に省エネ基準を満たしている住宅及び住宅の部分にあっては、

ZEH 水準を満たすよう改修を行うものに限る。 

２ 前項第２号の対象となる住宅は、以下の各号に該当するものであること。 

（１）地震に対する安全性が別表１－２に定めるいずれかの方法により確認できる

もの 

（２）現に ZEH 水準を満たしていないもの 

３ 対象事業は、交付決定の日の属する年度の４月１日以降に契約するもので、交付

決定の日以降かつ当該年度の３月 31 日までに完了するものとする。 

 

（補助対象者） 
第４条 補助金の交付の対象となる者は、自ら居住するために前条第１項各号の事業

を実施する住宅の所有者又は賃借者（以下「補助対象者」という。）とする。 

２ 補助対象者は、福島県暴力団排除条例（平成 23 年福島県条例第 51 号）に規定す

る暴力団員等又は社会的非難関係者に該当しない者とする。 

３ 補助対象者は県税の滞納がなく、国・地方公共団体から本事業と同様の補助金を

受けていない者とする。 
 
（補助対象事業費） 
第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象事業費」という。）は、第３
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条第１項各号に掲げる事業のうち、次に掲げる経費とする。 

（１）住宅の省エネ診断に要する費用 

ア 省エネ診断に係る費用 

イ 省エネ診断に必要となる調査のための費用 

ウ 既存住宅について BELS の評価・認証を受けるために必要な費用 

（２）住宅の省エネ改修に要する費用で次のいずれかに該当するもの 

ア 全体改修の場合にあっては、省エネ改修に係る費用（ただし、別表１－１に

モデル工事費の定めのあるものについては、モデル工事費を上限額とする。） 

イ 部分改修の場合にあっては、省エネ改修に係る費用のうち別表１－１に定め

る費用 

２ 同一の住宅に行う補助は、前項各号につき１回を限度とする。 

 

（補助金の交付額） 
第６条 県は、予算の範囲内において、前条第１項各号に掲げる経費に対して次の各

号に定める金額を上限として補助することができる。ただし、1,000 円未満の端数

があるときは、これを切り捨てる。 

（１）前条第１項第１号 別表２中区分（１）の（あ）欄又は（い）欄に掲げる額の

いずれか低い額。 

（２）前条第１項第２号 別表２中区分（２）の（あ）欄又は（い）欄に掲げる額の

いずれか低い額に（う）欄に掲げる額を加算した額。 

２ 前項第２号において、設備の効率化に係る工事における補助金の交付額について

は、開口部や躯体等の断熱化に係る工事における補助金の交付額以下とする。 

 

（補助金の交付申請） 
第７条  補助金の交付の申請をしようとする者（以下「補助事業者」という。）は、

第１号様式に別表３に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の交付決定） 
第８条 知事は、補助金の交付を決定したときは、第２号様式により補助事業者に通

知するものとする。 

 

（事業内容の変更等） 
第９条 補助事業者は、事業内容を変更しようとするときは、第３号様式を知事に提

出し、承認を受けなければならない。 

２ 前項の承認は、事業内容の変更が６ヶ月未満の事業完了予定日の延長（交付決定

の日の属する年度内に限る。）の場合は、不要とする。 

３ 補助事業者は、事業を中止又は廃止しようとするときは、第４号様式を知事に提

出し、承認を受けなければならない。 

（補助対象経費の23％　又は　上限額）
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（交付申請の取下げ） 
第１０条 補助事業者は、第８条の規定による交付決定の内容又はこれに付された

条件に不服があるときは、交付申請を取下げることができる。 

２ 前項の取下げを行うときは、第８条による補助金交付決定通知を受理した日か

ら起算して 15 日を経過した日までに、第５号様式を知事に提出するものとする。 

 
（完了実績の報告） 
第１１条 補助事業者は、事業が完了したときは、第６号様式に別表３に定める書類

を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 前項の報告は、事業の完了の日（事業廃止について知事の承認を受けた場合は、

承認を受けた日）から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付決定があった

日の属する年度の３月 31 日のいずれか早い日までに行うこととする。 

３ 補助事業者は、交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了しない場合又

は実施が困難となった場合は、第７号様式を知事に提出しなければならない。 

 

（補助金の額の確定） 
第１２条 知事は、前条の完了実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補

助事業の成果が第８条の交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき

補助金の額を確定し、第８号様式により補助事業者に通知するものとする。 
２ 前項の確定通知は、確定した額が第８条による補助金交付決定額と同額の場合

は、省略することができる。 
 
（補助金の請求） 
第１３条 知事は、前条の規定による補助金の額の確定後に、補助金を支払うものと

する。 
２ 補助事業者は、前項の支払いを受けようとするときは、第９号様式により知事に

補助金を請求するものとする。 
 
（交付決定の取消し等） 
第１４条 知事は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定

の全部又は一部を取消し、また、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ず

ることができる。 

（１）虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした

場合 

（２）規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があった場合 

２ 知事は、前項の取消しを決定したときは、第 10 号様式により補助事業者に通知

するものとする。 
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（財産の処分の制限） 
第１５条 補助事業者（この条において、補助事業後に住宅を取得した者を含む。）

は、補助金の交付を受けて効用が増加した財産（取得価格又は増加価格が 50 万円

以上のものに限る。）については、補助事業完了後 10 年間（減価償却資産の耐用年

数等に関する省令（昭和 40 年３月 31 日大蔵省令第 15 号）において耐用年数が 10

年未満のものにあっては耐用年数）以内に知事の承認なく、補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し取り壊し又は廃棄してはな

らない。ただし、補助事業者が交付された補助金額を返納した場合はこの限りでは

ない。 

 

（会計帳簿等の整備等） 
第１６条 補助事業者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整

備し、事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存しておかな

ければならない。 

 

（書類の提出） 
第１７条 この要綱により知事に提出する書類は、１部とする。 
 
（その他） 
第１８条 補助金の交付等に関しては、この要綱によるほか、次に掲げるところによ

り行うこととし、その他事業の実施について必要な事項は、別に定める。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号） 

（２）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255

号） 

（３）国土交通省所管補助金等交付規則（平成 12 年内閣府・建設省令第９号） 

（４）補助事業等における残存物件の取扱について（昭和 34 年３月 12 日付け建設

省会発第 74 号建設事務次官通達） 

（５）公営住宅建設事業等における残存物件の取扱について（昭和 34 年４月 15 日

付け建設省住発第 120 号住宅局長通達） 

 
附 則 
 この要綱は、令和５年７月 10 日から施行する。 
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別表１－１

１ 開口部や躯体等の断熱化に係る改修工事

（１）開口部の断熱化に係る改修工事

工事内容

部位 工事種別 工事規模 省エネ基準 ZEH水準 省エネ基準 ZEH水準

1.4㎡以上 7.2万円/枚 9.6万円/枚

0.8㎡以上1.4㎡未満 4.8万円/枚 7.2万円/枚

0.1㎡以上0.8㎡未満 2.4万円/枚 2.4万円/枚

2.8㎡以上 18.4万円/箇所 24.8万円/箇所

1.6㎡以上2.8㎡未満 14.4万円/箇所 19.2万円/箇所

0.2㎡以上1.6㎡未満 12.0万円/箇所 16.0万円/箇所

開戸：1.8㎡以上

引戸：3.0㎡以上

開戸：1.0㎡以上1.8㎡未満

引戸：1.0㎡以上3.0㎡未満

（２）躯体等の断熱化に係る改修工事

工事内容

部位 省エネ基準 ZEH水準 省エネ基準 ZEH水準

A～C 14.9万円/ 20.1万円/ 

D～F 22.4万円/ 30.2万円/ 

A～C 5.3万円/ 7.2万円/ 

D～F 9.1万円/ 12.3万円/ 

A～C 18.4万円/ 24.5万円/ 

D～F 27.6万円/ 36.8万円/ 

断熱材の区分によりモデル工事
費を区別する。
＜断熱材の区分＞
　A～C区分：熱伝導率（W/m･K）
　　　　　　0.052～0.035
　D～F区分：熱伝導率（W/m･K）
　　　　　　0.034以下

断熱材の区分

　国土交通省所管の「こどもみらい
住宅支援事業」又は「こどもエコす
まい支援事業」において登録されて
いる建材（省エネレベル）のうち、
当該住宅の存する市町村の省エネ基
準地域区分に適合している建材であ
ること。又は、カタログ等により、
仕様基準への適合が確認できるも
の。

　「こどもみらい住宅支援事業」又
は「こどもエコすまい支援事業」に
おいて登録されている建材（ZEHレ
ベル）のうち、当該住宅の存する市
町村の省エネ基準地域区分に適合し
ている建材であること。又は、カタ
ログ等により、仕様基準への適合が
確認できるもの。

外壁

屋根・天井

床

内窓設置
・外窓交換

ドア交換

27.2万円/箇所 36.0万円/箇所

24.0万円/箇所

仕様・備考

　「こどもみらい住宅支援事業」又
は「こどもエコすまい支援事業」に
おいて登録されている建材（省エネ
レベル）であり、かつ厚さ等が仕様
基準に適合するように施工されるこ
と。又は、カタログ等により、仕様
基準への適合が確認できるもの。

　「こどもみらい住宅支援事業」又
は「こどもエコすまい支援事業」に
おいて登録されている建材（ZEHレ
ベル）であり、かつ厚さ等が仕様基
準に適合するように施工されるこ
と。又は、カタログ等により、仕様
基準への適合が確認できるもの。

モデル工事費 仕様・備考

32.0万円/箇所

対象となる改修工事 モデル工事費

窓

ガラス交換

ドア

※単位「m3」にご注意ください。　
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２ 設備の効率化に係る工事

省エネ基準 ZEH水準

○ ○ 45.2万円/戸

○ ○※1 41.6万円/戸

電気ヒートポンプ給湯機
（エコキュート）

○ ○※2
　JIS C 9220 に基づく年間給湯保温効率（ただし、当該給湯機がふろ熱回収機能を有する場合は、ふろ熱回
収なしの値）、又は年間給湯効率が 3.0 以上であること。

潜熱回収型ガス給湯機
（エコジョーズ）

○ ○※2 　給湯部熱効率が94% 以上であること。

潜熱回収型石油給湯機
（エコフィール）

○ ○※2 　連続給湯効率が94% 以上であること。

ヒートポンプ・ガス瞬間式
併用型給湯機（ハイブリッ
ド給湯機）

○ ○
　熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率
（JGKAS A705 ）が 102 ％以上であること。

○ ○※3 5.7万円/台

○ ○ -

○ ○ -

○ ○ -

高断熱浴槽

太陽熱利用システム

モデル工事費
（省エネ基準・ZEH水準共通）

※１ 「ハイブリッド給湯機、エネファーム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと節湯水栓 （浴室シャワー水栓
　　に限る）と３つセットの場合に限る。（既設も可）
※２ 節湯水栓 （浴室シャワー水栓に限る）と高断熱浴槽と３つセットの場合に限る。（既設も可）
※３ 浴室シャワー水栓で、「ハイブリッド給湯機、エネファーム、コージェネレーション設備」のいずれかとセットの場合又は「エコキュート、エコフィール、エコジョーズ」のいずれかと
　　高断熱浴槽と３つセットの場合に限る。（既設も可）

LED照明

蓄電池

設備種別
適用

26.3万円/戸

仕様・備考

　「こどもみらい住宅支援事業」又は「こどもエコすまい支援事業」において登録されている設備機器であるこ
と。又は、カタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できること。

　「こどもみらい住宅支援事業」又は「こどもエコすまい支援事業」において登録されている設備機器であるこ
と。又は、カタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できること。
　JIS A5532に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。

　「こどもみらい住宅支援事業」又は「こどもエコすまい支援事業」において登録されている設備機器であるこ
と。又は、カタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できること。
　強制循環式のもので、JIS　A4112に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できる
こと（蓄熱槽がある場合は、JIS　A4113に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること）

　工事を伴うものに限る。

　定置型リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて令和３年度以降に登録・公表されて
いる蓄電システムであること。

　燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択可能な機種であること。
（燃料電池発電ユニットの後付けも可）
　ガスエンジン・コージェネレーションについては、ガス発電ユニットのJIS 基準（ JIS B8122 ）に基づく発電
及び排熱利用の総合効率が、低位発熱量基準（ LHV 基準）で80 ％以上であること。

　「こどもみらい住宅支援事業」又は「こどもエコすまい支援事業」において登録されている設備機器であるこ
と。又は、カタログ等により以下の要件を満たすものであることが確認できること。
　JIS B2061:2017に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。
　※ZEH水準にあっては、節湯水栓のうち、浴室シャワー水栓に限る。

高効率給湯機

コージェネレーション設備

節湯水栓
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別表１－２

地震に対する安全性の確認方法

事業の種類 ZEH水準への改修を行う場合（木造に限る） 左記以外

部分改修

以下の①～③のいずれかにより地震に対する安全性が確認できること
①昭和56年６月１日以降に着工されたもの

②耐震診断
※１

③省エネ改修の完了までに耐震改修等を行うもの

全体改修

以下の①～③のいずれかにより地震に対する安全性が確認できること
①構造計算

②壁量等基準（案）
※２

③耐震等級３
※３

以下の①～③のいずれかにより地震に対する安全性が確認できること
①昭和56年６月１日以降に着工されたもの

②耐震診断
※１

③省エネ改修の完了までに耐震改修等を行うもの

※１　平成18年国土交通省告示184号別添（大臣が同等と認めた方法を含む）
※２　木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要（柱の小径に関する基準は除く）
※３　日本住宅性能表示基準（平成13年国土交通省告示1346号）

9



別表２

（あ） （い） （う）

住宅の省エネ診断に要する費用の2/3 22,000円/戸 -

全体改修の場合

　当該住宅が行う省エネ改修工事に係
る費用に、100分の23を乗じて得た額の
合計とする。ただし、その内訳におい
て別表１においてモデル工事費を定め
ている工事については、モデル工事費
又は実際の工事費のいずれか低い額を
計上するものとする。

　改修後の住宅が省エネ基準に相当す
る場合においては766,000円/戸（地域
区分２又は３の地域は950,000円/戸）
　ZEH水準に相当する場合においては
1,025,000円/戸（地域区分２又は３の
地域は1,200,000円）

部分改修の場合

　当該住宅が行う別表１に掲げる改修
工事に対して、同別表で定めるモデル
工事費又は実際の工事費のいずれか低
い額を合計した額に、100分の23を乗じ
て得た額とする。

　改修後の住宅の部分が省エネ基準に
相当する場合においては766,000円/戸
（地域区分２又は３の地域は950,000円
/戸）
　ZEH水準に相当する場合においては
1,025,000円/戸（地域区分２又は３の
地域は1,200,000円）

（２）住宅の省エネ改修に関する事業

　次に掲げる全ての室・部位（外気に面す
る部分に限る。）の断熱改修を行う場合、
１戸当たり最大200,000円を補助額に加算す
る。（（あ）又は（い）のいずれか低い額
を上限とする。）

①居間、台所及び食堂
　ア　全ての窓
　イ　天井、壁又は床のいずれか１つ以上
　ウ　無断熱の天井
②脱衣所
　ア　全ての窓
　イ　無断熱の天井
③上記以外の室を改修する場合
　ア　全ての窓
　イ　無断熱の天井

区分

（１）住宅の省エネ診断

（上限額）（補助対象経費の23%）

1
0



別表３

福島県省エネルギー住宅改修補助事業　提出書類一覧

省エネ
診断

省エネ
改修

No. 名称 様式

○ ○ 1 補助金交付申請書 第1号様式
2 補助金交付申請書（改修概要）加算あり 第1-1号様式
3 補助金交付申請書（改修概要）加算なし 第1-2号様式

○ 4 省エネ診断補助対象事業費　内訳書 第1-3号様式
5 省エネ改修補助対象事業費　内訳書（省エネ基準用） 第1-4号様式
6 省エネ改修補助対象事業費　内訳書（ZEH水準用） 第1-5号様式

○ 1 建築確認済証写又は建築確認年月日及び延べ面積が分かる書類 建築確認済証の写し、台帳記載事項証明等
○ ○ 2 位置図（住宅の配置が分かる住宅地図等）

○ 3 改修室、改修部位、補助対象建材・設備等を表示した関係図面（平面図、立面図、断面図等）
○ 4 見積書の写し等の省エネ診断に要する経費が確認できる書類の写し 補助対象事業費とそれ以外が分かるもの

○ 5 省エネ改修工事に係る見積書（省エネ改修に係る費用及び補助対象建材、設備等の内訳、仕様等が確認できるもの）の写し 補助対象事業費とそれ以外が分かるもの
○ 6 費用等明細
○ 7 （全体改修の場合）BELS評価書等（交付申請時点で評価・認証の取得ができていない場合は、評価申請書及び添付書類一式）

○ ○ 8 住宅の所有者が分かる書類 登記事項証明等
○ ○ 9 現況写真等（省エネ診断の場合は全景写真、省エネ改修の場合は全景写真及び改修する部位の写真）

○ 10
別表1-2に定める方法により地震に対する安全性が確認できる書類又は本工事に併せて耐震改修を行うことが確認できる書類（耐
震改修補助事業交付決定通知書等）

○ ○ 11 委任状
○ ○ 12 納税証明書 県税に未納（課税）がないこと（原本）
○ ○ 13 債権者登録（変更）申請書
○ ○ 14 振込口座の口座番号、口座名義（フリガナ）等が確認できる預金通帳の写し
○ ○ 15 他の補助金等申請書の写し
○ ○ 16 その他、必要に応じて知事が指定する書類
○ ○ 1 補助金変更交付申請書 第3号様式

2 補助金交付申請書（改修概要）加算あり 第1-1号様式
3 補助金交付申請書（改修概要）加算なし 第1-2号様式

○ 4 省エネ診断補助対象事業費　内訳書 第1-3号様式
5 省エネ改修補助対象事業費　内訳書（省エネ基準用） 第1-4号様式
6 省エネ改修補助対象事業費　内訳書（ZEH水準用） 第1-5号様式

○ ○ 1 第7条で求める添付書類のうち、交付決定（又は直近の交付変更決定）時から変更となる事項を示すもの
○ ○ 2 その他、必要に応じて知事が指定する書類

様式 ○ ○ 1 中止（廃止）承認申請書 第4号様式
添付書類 ○ ○ 1 必要に応じて知事が指定する書類
様式 ○ ○ 1 取下申請書 第5号様式
添付書類 ○ ○ 1 必要に応じて知事が指定する書類

○ ○ 1 完了実績報告書 第6号様式
2 補助金交付申請書（改修概要）加算あり 第1-1号様式
3 補助金交付申請書（改修概要）加算なし 第1-2号様式

○ 4 省エネ診断補助対象事業費　内訳書 第1-3号様式
5 省エネ改修補助対象事業費　内訳書（省エネ基準用） 第1-4号様式
6 省エネ改修補助対象事業費　内訳書（ZEH水準用） 第1-5号様式

○ ○ 1 契約書写
○ ○ 2 領収書写
○ 3 （BELSの評価・認証を受けるために必要な費用を補助対象経費とした場合）BELS評価書の写し

○ 4 工事施工中の写真
○ 5 工事完了後の写真（仕様が分かる写真（製品型番号など）を添付
○ 6 施工チェックリスト
○ 7 出荷証明書

○ ○ 8 その他、必要に応じて知事が指定する書類
様式 ○ ○ 1 補助金請求書 第9号様式
添付書類 ○ ○ 1 必要に応じて知事が指定する書類

区分
提出書類

備考

様式

添付書類

交付申請
（第7条関
係）

○ いずれか

○ いずれか

添付書類

完了実績
（第11条関
係）

請求
（第13条関係）

様式

添付書類

交付変更
申請
（第9条関
係）

中止・廃止
（第9条関係）

取下
（第10条関係）

様式
○ いずれか

○ いずれか

○

○

いずれか

いずれか

※該当ある場合

△ ※ZEH水準で交付申請時に
　未提出の場合

1
1



第１号様式

令和 5 年 ● 月 ●● 日

　 福島県知事　様

申請者

〒

１　概要

所在地 〒 ●●●－●●●● 構造

建築時期 年頃 （　　築 30 年　　） 階数

地域区分 ２地域 ３地域 ４地域 延べ面積

※完了予定日は、原則として申請年度内の日付を記入してください。

２　工事施工者

〒 ●●●－●●●●

３　補助申請内容（該当する項目の□にチェック して確認してください。）

【適合させる省エネレベル】
省エネ基準相当 ZEH 水準相当

【改修の範囲】
全体改修（省エネ基準又はZEH水準に適合する旨のBELS等の認証の添付あり）
部分改修（各建材・設備等が仕様規定に適合）

【改修する室】※以下の全ての室にチェックした方は、様式1-1を提出してください。それ以外の方は、様式1-2を提出してください。

居間 台所 食堂 脱衣所

【改修する部位】
既存開口部（窓・ドア）の断熱改修 高断熱浴槽の設置 節湯水栓の設置

躯体等の断熱改修 高効率給湯機の設置 蓄電池の設置

太陽熱利用システムの設置 コージェネレーション設備の設置 LED照明の設置

４　申請者による確認（必ず申請者自ら次の項目を確認の上、下記項目□にチェック してください。）

本申請書の記載内容に虚偽はありません。

事業を実施する住宅は、県内に所在する戸建住宅です。

地震に対する安全性が補助要綱別表１－２に定めるいずれかの方法により確認できています。

事業を実施する住宅は、現にZEH水準を満たしていません。

無断熱から省エネ基準・ZEH水準、又は省エネ基準からZEH水準への改修を行います。

住宅の所有者又は賃借者です。

福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではありません。

県税の滞納はありません。

これまで国・地方自治体から本事業と同様の補助金を受けたことはありません。

自ら居住するために行う断熱改修工事等であり、建築基準法等の関係法令に適合しています。

本事業の省エネ診断及び省エネ改修の補助を受けるのはいずれも１回目です。

設備の効率化に係る補助額は開口部や躯体等の断熱化に係る補助額以下となっています。

補助要綱別表３に定める提出書類及び添付書類に不足がないことを確認しました。

150.00

●●　●●

メールアドレス

氏 名
ふ り が な

住 所

福島市●●　●●-●●

補助金の種類 住宅の省エネ診断 住宅の省エネ改修

補助対象外
経費

他制度適用
補助金名（実施主体） 他制度の補助対象経費

省エネ改修の
内容

（省エネ改修
の場合）

補助対象
経費

●，●●●，●●●円
※工事費から対象外経費を除いた金額を記入

福島県省エネルギー住宅改修補助事業　補助金交付申請書

　 令和　　年度において、下記のとおり福島県省エネルギー住宅改修補助事業を実施したいので、福島県省エネ
ルギー住宅改修補助事業補助金交付要綱第７条の規定により、関係書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

住
宅

福島市●●　●●-●●

1993

電 話 番 号

2

木

●●●-●●●●

５地域

造

階建て

㎡

●●●＠●●.co.jp

●●●－●●●－●●●●

工事着手予定日

※補助を受けるには各補助要件を満たすことが必要です。

令和5年9月5日 工事完了予定日 令和5年12月25日

事業社名 ●●●●株式会社 担当者名 ●●　●●

事業所在地 福島市●●　●●-●●

電話番号 ●●●－●●●－●●●● ●●●＠●●.co.jpメールアドレス

記入例

※改修を行う住宅の概要をご記入ください。

※施工会社様についてご記入ください。

※申請を行う内容にチェックしてください。

※第1-1号～第1-5号様式で算出した金額をご記入ください。

※他の補助制度を利用する場合はご記入ください。

※原則、すべてにチェッ

クが入ります。

※黄色のセルに入力してください。
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第１－１号様式
５　補助要件

居間、台所、食堂及び脱衣所の全ての室を改修する場合（20万円を補助額に加算）
以下全ての項目について該当する必要があります。ただし、別表１－１の基準を満たしている場合は、断熱改修不要です。

（１）以下項目の□にチェック してください。

①居間、台所及び食堂
ア　窓全てに内窓設置、窓交換又はガラス交換による断熱改修を行う。
イ　天井、壁又は床のいずれか１つ以上を断熱改修する。
ウ　天井が外気に面し、かつ無断熱の場合は、天井の断熱改修を行う。

②脱衣所
エ　窓全てに内窓設置、窓交換又はガラス交換による断熱改修を行う。
オ　天井が外気に面し、かつ無断熱の場合は、天井の断熱改修を行う。

③上記以外の室（居室及び非居室をいう）を改修する場合
カ　窓全てに内窓設置、窓交換又はガラス交換による断熱改修を行う。
キ　天井が外気に面し、かつ無断熱の場合は、天井の断熱改修を行う。

④その他
ク　建築基準法等の関係法令に適合する。

６　改修概要
（２）該当する項目の□にチェック してください。
階数 室名 規格

 内窓設置 2 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
 壁 2 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
 窓交換 1 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
 壁 1 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
 壁 2 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
 ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
 壁 1 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
 窓交換 1 箇所
□ ガラス交換 箇所

 天井(屋根）
 壁 3 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

７　補助金額 単位（円）

× ＝ 8,068
↑自動計算されます。手書きの方は空欄で構いません。

居間1階

窓

 窓

台所1階

1階 食堂

 窓

2階

1階

補助上限額

窓

補助対象経費

仕様・型番施工箇所 施工箇所数

 

脱衣所

 窓

寝室

 

補助金額
（参考）暖房負荷削減量（MJ／年） 53.8 MJ 150 ㎡

記入例

※改修しない場合には、別表1-1
の基準に適合していることを証明

できる資料の提出が必要です。

※原則、必ずチェックが入ります。

※上記以外の室を改修しない

場合はチェック不要です。

【全体改修】の場合

※第1-4号様式または第1-5号様式で算出した金額を

ご記入ください

※改修する階数、室名、施工箇所、施工箇所数、

仕様・型番（こどもエコすまい支援事業等に登録さ

れている製品型番）、規格 をそれぞれご記入くだ

さい。

【仕様の記入例】

窓：樹脂製建具Low-Eガラス（ガス封入）

型番●●●

断熱材：住宅用グラスウール●●K相当

型番●●●

など。

【規格の記入例】

窓：中空層厚さ●●mm
断熱材：厚さ●●mm

など。

※上記以外の室を改修する場合にご記入ください。

※黄色のセルに入力してください。
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８　断熱改修概要
階数 室名 規格

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 窓

□ 窓

□ 窓

窓

□ 窓

□

□ 窓

窓

□ 窓

施工箇所 施工箇所数

□

仕様

※1枚目で不足する場合は、こちらのシートに追加してください。
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第１－２号様式
５　補助要件

居間、台所、食堂及び脱衣所の全ての室を改修しない場合（加算なし）
以下の項目について該当する必要があります。

（１）以下項目の□にチェック してください。

建築基準法等の関係法令に適合する。

６　改修概要
（２）該当する項目の□にチェック してください。
階数 室名 規格

 内窓設置 2 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）
□ その他 箇所

□ 内窓設置 箇所
□ 窓交換 箇所
□ ガラス交換 箇所

□ 天井(屋根）
□ 壁 面
□ 床（基礎）

□ その他 箇所

７　補助金額 単位（円）

× ＝ 1,170
↑自動計算されます。手書きの方は空欄で構いません。

（参考）暖房負荷削減量（MJ／年） 7.8 MJ 150 ㎡

補助金額

補助対象経費 

補助上限額

□ 窓

□ 窓

□ 窓

1階 居間

□ 窓

□ 窓

施工箇所 施工箇所数 仕様・型番

窓 

記入例
【部分改修】の場合

※原則、必ずチェックが入ります。

※第1-4号様式または第1-5号様式で算出した金額を

ご記入ください

※黄色のセルに入力してください。

※改修する階数、室名、施工箇所、施工箇所数、

仕様・型番（こどもエコすまい支援事業等に登録さ

れている製品型番）、規格 をそれぞれご記入くだ

さい。

【仕様の記入例】

窓：樹脂製建具Low-Eガラス（ガス封入）

型番●●●

断熱材：住宅用グラスウール●●K相当

型番●●●

など。

【規格の記入例】

窓：中空層厚さ●●mm
断熱材：厚さ●●mm

など。
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第１－３号様式

省エネ診断　補助対象事業費　内訳書

項目
診断に係る費用① 20,000 円
調査に係る費用② 20,000 円
BELSの評価・認証に係る費用③ 50,000 円
合計（①＋②＋③） 90,000 円

補助金交付申請額（上限22,000円）
（①＋②＋③）×2/3
（1,000円未満は切り捨て）

22,000 円

費用

記入例

※それぞれの費用をご記入くださ

い。（見積書等、経費が確認でき

る書類の写しを添付願います）

※自動で計算されます。（上限は

22,000円です）

16



第１－４号様式

省エネ改修（省エネ基準）補助対象事業費　内訳書

大 72,000 円／枚 枚 円 円
中 48,000 円／枚 枚 円 円
小 24,000 円／枚 枚 円 円
大 184,000 円／箇所 3 箇所 552,000 円 900,000 円
中 144,000 円／箇所 3 箇所 432,000 円 255,000 円
小 120,000 円／箇所 2 箇所 240,000 円 150,000 円
大 272,000 円／箇所 1 箇所 272,000 円 350,000 円
小 240,000 円／箇所 箇所 円 円
A-C 149,000 円／ 2.5  372,500 円 300,000 円
D-F 224,000 円／  円 円
A-C 53,000 円／ 3.2  169,600 円 100,000 円
D-F 91,000 円／  円 円
A-C 184,000 円／ 3.2  588,800 円 100,000 円
D-F 276,000 円／  円 円

2,626,900 円 2,155,000 円
452,000 円／戸 1 戸 452,000 円 2,000,000 円
416,000 円／戸 1 戸 416,000 円 1,200,000 円
263,000 円／戸 1 戸 263,000 円 550,000 円
57,000 円／台 台 円 円

－ － 式 円
－ － 式 円
－ － 式 円

3,750,000 円 3,750,000 円

495,650 円

862,500 円

766,000 円

200,000 円

966,000 円補助申請額（⑤）

補助対象工事 モデル工事費 数量 モデル工事による工事費

Ａにかかる「モデル工事費」又は「実際の工事費」の合計のうち、いずれか低い額　×　補助率（23％）

Ｂにかかる「モデル工事費」又は「実際の工事費」の合計のうち、いずれか低い額　×　補助率（23％）

①＋②（②が①より大きい場合は、①×２）　（上限額766,000円（寒冷地の場合950,000円））

居間、台所、食堂及び脱衣所の全ての室を改修する場合　最大200,000円

補助金交付額の小計（①）

補助金交付額の小計（②）

補助金交付額の合計（③）

加算額（④）

実際の工事費

床

既存開口部
の断熱改修

既存外壁、屋根・天井、床
の断熱

Ａ．断熱性
能に関する
改修工事

Ａの合計額

内窓設置・
外窓交換

ドア交換ドア

窓

外壁

屋根・天井

ガラス交換

【注意事項】
③～⑤ ： 千円未満切り捨て
④は③の額と同額以下となること

複数の見積による
LED照明

設備の高効
率化工事Ｂ．設備改

修工事等

Ｂの合計額

太陽熱利用システム
高断熱浴槽
高効率給湯機
節湯水栓
コージェネレーション設備
蓄電池

③＋④

　記入例　※黄色のセルに入力してください。

※加算額がある場合、
　記入してください。

※補助申請額は
　自動で算出されます。

※上記の「Ａの合計額」＋「Ｂの合計額」を様式1、様式1-1又は様式1-2の「補助対象経費」欄にご記入ください。

※単位注意「m3」 （省エネ基準の場合）

実際の工事費欄には材料費・施工費・諸経費相当額・消費税相当額を含む金額を記入してください。

1
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●● 様邸 改修工事 見積書

項 目 仕 様 数量 単位 単 価 金 額 備 考
１ 窓改修工事

 １階居間 (数量) (金額) (実際の工事費)

  内窓設置（腰窓） W1.65×H1.1 3-A16-LowE3 2 か所 52,000 104,000 1.82㎡/か所 内窓設置・ 中サイズ 3 210,833 255,000

  同上 取り合い補修 2 か所 12,500 25,000 外窓交換 (1.6～2.8㎡)

 １階台所

  窓交換（腰窓） W1.65×H1.1 4-A16-LowE3 1 か所 52,000 52,000 1.82㎡/か所

  既存窓撤去 1 か所 17,333 17,333

  取り合い補修 1 か所 12,500 12,500

 1階洋室

  カーテン取り付け 1 か所 50,000 50,000

（省略） （省略）

２ 断熱改修工事 (ｍ3に変換)

 天井 ２階洋室 高性能グラスウール14kg ア155 20.7 ㎡ 1,950 40,365 3.2m3 3.2 82,680 100,000

 同上 天井材撤去 20.7 ㎡ 244.2 5,055

 同上 天井材復旧 石膏ボード ア9.5 ビニルクロス貼り 20.7 ㎡ 1,800 37,260

（省略） （省略）

 直接工事費 計 5,500,000 (経費+税)

 諸経費 1 式 825,000 1,457,500

 小 計 6,325,000

 消費税 10 ％ 6,325,000 632,500

(経費・税割合)

 合 計 6,957,500 20.9%

様式1-4号（1-5号）に記入する数量・実際の工事費算定の参考例

②合計に対する
経費・税の割合を算出

対象外の工事費は含めない

①モデル工事費の区分ごとに
数量・金額を算出する

①モデル工事費の区分ごとに
数量・金額を算出する

③区分ごとの金額に
経費・税割合を割り増しする

※様式は任意で
作成していただいて結構です。

④これを様式1-4号（1-5号）に記入する

1
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第１－５号様式

省エネ改修（ZEH水準）補助対象事業費　内訳書

大 96,000 円／枚 枚 円 円
中 72,000 円／枚 枚 円 円
小 24,000 円／枚 枚 円 円
大 248,000 円／箇所 4 箇所 992,000 円 1,200,000 円
中 192,000 円／箇所 3 箇所 576,000 円 255,000 円
小 160,000 円／箇所 3 箇所 480,000 円 200,000 円
大 360,000 円／箇所 1 箇所 360,000 円 350,000 円
小 320,000 円／箇所 箇所 円 円
A-C 201,000 円／ 2.5  502,500 円 300,000 円
D-F 302,000 円／  円 円
A-C 72,000 円／ 3.2  230,400 円 100,000 円
D-F 123,000 円／  円 円
A-C 245,000 円／ 3.2  784,000 円 100,000 円
D-F 368,000 円／  円 円

3,924,900 円 2,505,000 円
452,000 円／戸 1 戸 452,000 円 2,000,000 円
416,000 円／戸 1 戸 416,000 円 1,200,000 円
263,000 円／戸 1 戸 263,000 円 550,000 円
57,000 円／台 台 円 円

－ － 式 円
－ － 式 円
－ － 式 円

3,750,000 円 3,750,000 円

576,150 円

862,500 円

1,025,000 円

200,000 円

1,225,000 円補助申請額（⑤） ③＋④

【注意事項】
③～⑤ ： 千円未満切り捨て
④は③の額と同額以下となること

補助金交付額の小計（②） Ｂにかかる「モデル工事費」又は「実際の工事費」の合計のうち、いずれか低い額　×　補助率（23％）

補助金交付額の合計（③） ①＋②（②が①より大きい場合は、①×２）　（上限額1,025,000円（寒冷地の場合1,200,000円））

加算額（④） 居間、台所、食堂及び脱衣所の全ての室を改修する場合　最大200,000円

補助金交付額の小計（①） Ａにかかる「モデル工事費」又は「実際の工事費」の合計のうち、いずれか低い額　×　補助率（23％）

複数の見積による

Ｂ．設備改
修工事等

設備の高効
率化工事

太陽熱利用システム
高断熱浴槽
高効率給湯機
節湯水栓

モデル工事による工事費

LED照明

Ａ．断熱性
能に関する
改修工事

Ｂの合計額

Ａの合計額

コージェネレーション設備
蓄電池

実際の工事費

ドア ドア交換

既存外壁、屋根・天井、床
の断熱

外壁

屋根・天井

床

既存開口部
の断熱改修

数量

窓

ガラス交換

内窓設置・
外窓交換

補助対象工事 モデル工事費

※黄色のセルに入力してください。

※加算額がある場合、
　記入してください。

※補助申請額は
　自動で算出されます。

※上記の「Ａの合計額」＋「Ｂの合計額」を様式1、様式1-1又は様式1-2の「補助対象経費」欄にご記入ください。

※単位注意「m3」 （ＺＥＨ水準の場合）

　記入例　

実際の工事費欄には材料費・施工費・諸経費相当額・消費税相当額を含む金額を記入してください。

1
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第３号様式 

   

  令和５年●月●日  

 

福島県知事 様 

 

                                                 氏名 ●● ●● 

 

福島県省エネルギー住宅改修補助事業 補助金変更交付申請書 

 

 令和 ５年 ●月 ●日付け第  ●●●  号で交付決定のあった標記事業補

助金等について、下記のとおり変更したいので、福島県省エネルギー住宅改修補助事

業補助金交付要綱第９条第１項の規定により申請します。 

記 

 

１ 申請金額                 ●，●●●，●●●円 ← ※変更額をご記入くだ

さい（変更する場合） 

    既交付決定額             ■，■■■，■■■円 ← ※交付決定額をご記

入ください。 

    差引額                         ▲▲，▲▲▲円  

 

 

２ 工事完了予定日 

令和 ５年 ●月 ●日（変更前） 

令和 ５年 ■月 ■日（変更後） ← ※変更後の完了日をご記入ください。 

                     （変更する場合） 

３ その他変更事項 

 

 

４ 変更理由 

  （例）資材の納入が遅れ、工期内に工事が完了しないため。 

 

 

 

(注)申請書の内容及び添付書類は、全て交付申請書の内容及び添付書類等を準用す

る。 

※補助金額や工期などを変更する場合は 

申請してください。 

（ただし、令和５年度内で６か月未満の 

工期延長の場合は申請不要です） 

20



第４号様式 

  

  令和５年●月●日  

 

 

 福島県知事 様 

 

                                                   氏名 ●● ●● 

 

福島県省エネルギー住宅改修補助事業 中止（廃止）承認申請書 

 

 下記により、令和 ５年度の標記事業を中止（廃止）したいので、福島県省エネル

ギー住宅改修補助事業補助金交付要綱第９条第３項の規定により承認してくださる

よう申請します。 

記 

１ 補助金の交付決定年月日及び番号 

  令和５年●月●日 第 ●●● 号 ← ※交付決定通知書に記載されてい

る日付、番号をご記入ください。 

 

２ 中止（廃止）の理由 

  （例）改修工事を取りやめたため。 

 

 

３ 中止（廃止）の内容 

  （例）居間、台所、食堂の内窓設置 
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第５号様式 

  

  令和５年●月●日  

 

 

 福島県知事 様 

 

                                                   氏名 ●● ●● 

 

福島県省エネルギー住宅改修補助事業 取下申請書 

 

 下記により、令和 ５年度の標記事業を取り下げたいので、福島県省エネルギー住

宅改修補助事業補助金交付要綱第 10 条第２項の規定により申請します。 

記 

１ 補助金の交付決定年月日及び番号 

 令和５年●月●日 第 ●●● 号 ← ※交付決定通知書に記載されている 

日付、番号をご記入ください。 

 

２ 取下の理由 

（例）改修工事を取りやめたため。 

 

 

３ 取下の内容 

（例）居間、台所、食堂の内窓設置 
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第６号様式 

 

 令和５年●月●日  

 

 

 福島県知事 様 

 

                                                   氏名 ●● ●● 

 

福島県省エネルギー住宅改修補助事業 完了実績報告書 

 

 令和 ５年度において、下記のとおり標記事業を実施したので、福島県省エネル

ギー住宅改修補助事業補助金交付要綱第 11 条第１項の規定により報告します。 

記 

 

１ 補助金交付決定額           ●，●●●，●●●円 ← ※交付決定額をご記

入ください。 

 

２ 工事完了日       令和 ５年 ●月 ●日 ← ※改修工事が終了

し、費用の清算や

関係資料の整理ま

で完了した日をご

記入ください。 

 

 

（添付書類）（提出前に該当する項目の□にチェック して確認してください） 

 ①契約書・領収書の写し 

 ②工事写真（工事中・工事後） 

 ③使用資材の出荷証明書の写し（出荷された資材が分かる資料） 

 ④施工チェックリスト 

 ⑤出荷証明書 

 ⑥前各項目に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 ←(該当ある場合) 

※①～⑤は、原則すべてチェックの上、必要書類を添付してください。 
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  （第６号様式　別紙）

施工チェックリスト

１　共通項目　（項目にチェック してください。）

適合

施工中・施工後の写真を撮影した

使用資材が別表１の基準に適合しているとわかるように写真を撮影した

断熱改修を行った開口部について、１箇所ごとに写真を撮影した

２　天井を改修する場合　（項目にチェック してください。天井を改修しない場合はチェック不要です。）

適合

断熱材を隙間なく施工した

天井は、内装下地を塞ぐ前に断熱材施工がわかるように写真を撮影した

３　壁・床（基礎）を改修する場合（項目にチェック してください。壁・床（基礎）を改修しない場合はチェック不要です。）

適合

断熱材を隙間なく施工した

防湿フィルムの耳部分は、柱や間柱の見付け面に留めた

外壁と床（基礎）の取り合い部、間仕切り壁と床の取り合い部に気流止めを施工した

壁・床（基礎）の施工は、内装下地を塞ぐ前に断熱材施工がわかるように写真を撮影した

４　設備の効率化工事をする場合（項目にチェック してください。設備の効率化工事をしない場合はチェック不要です。）

適合

機器の仕様に適合するよう適切に施工した

不可視部分をふさぐ前に施工状況がわかるように写真を撮影した

　上記内容について施工内容等と相違ないことを確認しました。

　令和　　年　　月　　日

会社名

担当者名

項目

※防湿フィルムの施工が不要な断熱材を用いた場合を除く

　 ただし、施工不要理由が分かる資料（カタログ等）を添付すること

項目

項目

項目

天井面の断熱材は、防湿フィルムを室内側に施工した

※防湿フィルムの施工が不要な断熱材を用いた場合を除く

　 ただし、施工不要理由が分かる資料（カタログ等）を添付すること

※施工会社様にご記入をお願いします。 
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第７号様式 

 

  令和５年●月●日  

 

 福島県知事 様 

 

                                                   氏名 ●● ●● 

 

福島県省エネルギー住宅改修補助事業 年度終了実績報告書 

 

 令和 ５年 ●月 ●日付け第  ●●●  号で交付決定のあった標記事業に

ついて本年度内に完了しないので、福島県省エネルギー住宅改修補助事業補助金交

付要綱第 11 条第３項の規定により下記のとおり報告します。 

記 

 

１ 交付決定額                ●，●●●，●●● 円 

 

２ 事業完了予定日 

令和 ５年 ●月 ●日（変更前） 

令和 ６年 ■月 ■日（変更後） 

 

３ 繰越理由 

（例）資材の納入が遅れ、工期内に工事が完了しないため。 

  

※令和５年度内に事業が完了しない場合 

（清算や書類整備も含む）には、申請が 

 必要です。 

（事前に変更交付申請が必要となります） 
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第９号様式 

 

令和５年●月●日  

 

福島県知事 様 

 

 

                                                 氏名 ●● ●● 

 

福島県省エネルギー住宅改修補助事業 補助金請求書 

 

 令和 ５年 ●月 ●日付け第    ●●●     号で交付決定のあった

標記事業補助金について、下記により交付してくださるよう請求します。 

記 

１ 交付決定額                ●，●●●，●●● 円 

 

２ 確定金額           ●，●●●，●●● 円 

 

３ 今回請求額                ●，●●●，●●● 円 

 

４ 残   額                                ０ 円 

 

← ※補助金額確定通知書

に記載の金額をご記

入ください。 

  （変更申請をした場合

には変更後の金額） 
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減築により外気に接する部分となった場合も対象外。
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「こどもエコすまい支援事業」「先進的窓リノベ事業」「給湯省エネ事業」も
　同様です。

原則、併用はできません。
ただし、請負工事契約が別、かつ、工期が別である場合は併用できます。
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はじめに

　入力例又は記載例を参考に申請書に必要事項を記入していただくこととなります。「入力用」のシートに

入力いただくと申請書のシートに転記されます。

　申請書を印刷して手書きしていただいても構いません。申請書は、「申請書（着色あり）」と「申請書

（着色なし）」の２種類ありますので、見やすい方を使用してください。

特記事項

　この申請書は、福島県が債権者のみなさまへ迅速なお支払いをするために提出していただくものです。

１　太枠の中の該当する項目について記入してください。

２　先に提出していただいた申請書の内容に変更がある場合は、変更する項目のみを記載し、その理由等

　を備考欄に併せて記入してください。

３　代金等の受領者が申請のみなさまと常時異なる場合は、その受領者名を関連債権者欄に記載し、受領

　される方もこの申請書を併せて提出してください。

４　支払方法に「１」（口座振替）を選択した場合は、口座情報（金融機関名、店舗名、預金種別、口座

　番号、口座名義人（カナ））の内容を確認するため、預金通帳の写し（表紙及びカナ名義が印字されて

　いるページ）又は当座勘定照合表など口座情報が表示されている書類の写しを添付してください。

５　債権者本人に代わって県の執行機関が申請する場合は、申請内容（氏名、住所、口座情報等）を確認

　できるすべての書類を添付してください。

６　２年以上お支払いに使用されなかった債権者の登録情報は削除されますので、該当する場合又は不明

　な場合はあらためて申請書を提出してください。

福島県　債権者登録

3
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【 入 力 例 】
※　申請者（債権者）の方は、太字（太枠）の部分のみ入力してください。

【執行機関】

－  ← 右の欄には、枝番(01～99)を入力してください。

 ← リストから選択してください。

【氏名】

 ← 個人名（氏名）又は法人名を入力してください。

 ← 法人の場合は、代表者名を入力してください。

　（役職名と氏名の間、氏名の姓と名の間は１文字あけて

　　ください）

【住所、電話番号】

 ← 県外の場合は入力してください。

 ← 県外の場合は区市町村まで入力してください。

 ← 県外の場合は大字以下の住所を入力してください。

 ← 市外局番から入力してください。携帯電話の場合、「－」は不要です。

【支払情報】

 ← リストから選択してください。

 ← リストから選択してください。

 ← 公共工事の前払金預託金融機関名・店舗名

　　（保証事業会社に登録した口座）を入力してください。

 ← リストから選択してください。通常は１になります。

【関連債権者】

－  ← 右の欄には、枝番(01～99)を入力してください。

【備考】

【申請者】

年 月 日

 ← 法人の場合は、法人名及び代表者職・氏名を入力

してください

【担当者（法人の場合のみ入力）】

債権者コード

処理区分

執行機関名

電話番号（内線）

担当者名

氏 名 １ （株）福島出納建設

　フリガナ(氏名１) ｶ)ﾌｸｼﾏｽｲﾄｳｹﾝｾﾂ

氏 名 ２ 代表取締役　出納　一郎

　フリガナ(氏名２) ﾀﾞｲﾋｮｳﾄﾘｼﾏﾘﾔｸ ｽｲﾄｳ ｲﾁﾛｳ

住所コード

郵便番号

都道府県 福島県

区市町村・大字・通称名・町・
字・丁目

福島市杉妻町

　フリガナ(区市町村～丁目) ﾌｸｼﾏｼｽｷﾞﾂﾏﾁｮｳ

番地 ２－１６

　フリガナ(番地)

方書 出納ビル

　フリガナ(方書) ｽｲﾄｳﾋﾞﾙ

電話番号 024-521-XXXX

支払方法 1.口座振替

金融機関名 東邦銀行

店舗名 県庁支店

金融機関コード

預金種別 2.当座預金

口座番号 1234567

口座名義人（カナ） ｶ)ﾌｸｼﾏｽｲﾄｳｹﾝｾﾂ

金融機関名(前払金) 東邦銀行

店舗名(前払金) 県庁支店

金融機関コード(前払金)

預金種別(前払金) 1.普通預金

口座番号(前払金) 1234

氏 　名

債権者コード

備  考

申請年月日 元号

住所 福島県福島市杉妻町２－１６出納ビル

氏 　名
株式会社福島出納建設
代表取締役　出納　一郎

電話番号 024-521-XXXX

担当者（所属・氏名） 総務課　出納　二郎

電話番号 024-521-YYYY

E-mail suitou_jirou@example.co.jp
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（申請者）

申請者様（個人）となります
（施工会社様ではありません）
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（参考様式） 
 

委  任  状 

 
 
 私は都合により ○○ ○○ を代理者と定め、福島県省エネルギー住宅改

修補助事業について、補助金交付要綱第７条に基づく補助金の交付申請その他

の手続きを委任します。 
 

記 
代理者の住所・連絡先 
（１）住所  □□市町村□□□□□□□□□□番地             
（２）連絡先（昼間の連絡先） 
   自宅 ・ 勤務先 ・ 携帯  電話番号 △△△－△△△－△△△△     
  （該当するものを○で囲む） 
                会社名（勤務先の場合） 
                    △△△－△△△－△△△△     
                所属等（勤務先の場合） 
                    △△△－△△△－△△△△     

メールアドレス 
    *******@*****.**.**        

 
 
令和○年○○月○○日 
 
住所   ◇◇市町村◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇番地              
 
 

氏名
し め い

   ■■ ■■                          
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※「こどもエコすまい支援事業等に登録されている
　製品型番も記載願います。
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福島県　建築指導課　ホームページ
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住宅省エネキャンペーンの
ホームページ

検索したい部材をクリック

46



（スクロール）
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型番がわかるときは
ここに入力して検索

（スクロール）
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メーカー名で検索するときはこちら
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ガラスの例
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断熱材の例
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